
第一六回

参第九号

昭和二十八年六月及び七月の大水害による公立教育施設の災害の復旧事業について

の国の費用の負担及び補助に関する特別措置法（案）

（目的）

第一条　この法律は、昭和二十八年六月及び七月の大水害によつて生じた公立の教育施設

の災害のすみやかな復旧を図るため、その災害復旧事業についての国の費用負担及び補

助に関して必要な事項を定め、もつて学校教育及び社会教育の円滑な実施を確保するこ

とを目的とする。

（定義）

第二条　この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は　それぞれ当該各号に定める

ところによる。

一　学校　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校をいう。

二　公立学校施設　地方公共団体が災害地域内に設置する学校の用に供せられる建物、

建物以外の工作物、土地及び設備をいう。

三　公立の社会教育施設　地方公共団体が災害地域内に設置する公民館、図書館、博物

館及び体育施設（社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）に規定する社会教育の

ために設置した体育施設のうち、体育館、運動場、水泳プール及び庭球その他のコー

トをいう。）の用に供せられる建物、建物以外の工作物、士地及び設備をいう。

四　災害　昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害をいう。

五　災害復旧事業　災害によつて必要を生じた事業で災害にかかつた公立学校施設又は

公立の社会教育施設を原形に復旧する（原形に復旧することが不可能な場合において

当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著

しく困難であるか又は不適当である場合において当該施設に代るべき必要な施設をす

ることを含む。）ことを目的とするものをいう。

２　災害によつて必要を生じた事業であつて、公立学校施設である建物で鉄筋コンクリー

ト造又は鉄骨造でなかつたものを鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のものに、鉄骨造のも

のを鉄筋コンクリート造のものに改良して当該建物の従前の効用を復旧することを目的

とするものは、この法律の適用については、公立学校施設の災害復旧事業とみなす。

３　第一項第二号及び第三号に規定する災害地域は、政令で定める。

（公立学校施設の災害復旧事業に対する国の負担）

第三条　国は、公立学校施設の災害復旧事業の事業費の四分の三を負担する。

（災害復旧事業の施行の目標）

第四条　地方公共団体は、この法律により国の負担金の交付を受けて施行することができ

る公立学校施設の災害復旧事業全体の六割に相当する部分を昭和二十八年度において、

その残余の部分を昭和二十九年度において施行するように努めなければならない。



（事業費の範囲）

第五条　第三条の規定により国がその費用の一部を負担する公立学校施設の災害復旧事業

の事業費は、当該災害復旧事業の本工事費、附帯工事費及び設備費の合計額（以下「工

事費」という。）並びに事務費とする。

２　前項に規定する事務費の工事費に対する割合は、政令で定める。

（事業費の決定）

第六条　公立学校施設の災害復旧事業の事業費の額は、地方公共団体の提出する資料、実

地調査の結果等を勘案して文部大臣が決定するものとする。この場合において、事業費

のうち設備費の額は、政令で定める基準に従い決定するものとする。

（成功認定）

第七条　国の負担金の交付を受けた地方公共団体が負担金に係る公立学校施設の災害復旧

事業を施行したときは、遅滞なく、その事業費を精算して、文部大臣の成功認定を受け

なければならない。

（負担金の返還等）

第八条　国の負担金の交付を受ける地方公共団体が負担金に係る公立学校施設の災害復旧

事業を施行せず、又は負担金をその目的に反して使用したときは、文部大臣は、負担金

のうちその施行しない当該災害復旧事業に係る部分を交付せず、若しくは返還させ、又

は交付の目的に反して使用した部分の負担金を返還させることができる。この場合にお

いては、文部大臣は、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会に対し、釈明のため

意見を述べ、及び当該地方公共団体のための有利な証拠を提出する機会を与えなければ

ならない。

２　前項の規定により負担金の返還を命ぜられた地方公共団体は、その返還を命ぜられた

金額を、遅滞なく、国に返還しなければならない。

３　文部大臣は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会をして、当該都道府

県の区域内に存する市町村（市町村の組合を含む。以下同じ。）に対して、第一項に規

定する文部大臣の権限を行わせることができる。

（剰余金の処分）

第九条　地方公共団体は、国の負担金の交付を受けた公立学校施設の災害復旧事業の事業

費に剰余を生じたときは、遅滞なく、当該剰余金に第三条に規定する国の負担率を乗じ

た額を国に返還しなければならない。

（都道府県の教育委員会の事務）

第十条　国が市町村に対して交付する公立学校施設の災害復旧事業の事業費の負担金の額

の算定、交付及び返還並びに公立学校施設の災害復旧事業の成功認定に関する事務は、

政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が行う。

２　国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が前項の規定による事務を

行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。



（監督）

第十一条　文部大臣は、公立学校施設の災害復旧事業につきこの法律により国の負担金の

交付を受ける地方公共団体に対し、当該災害復旧事業を適正に実施させるため必要な検

査を行い、報告を求め、又は事業の施行に関し必要な指示をすることができる。

２　文部大臣は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会をして、当該都道府

県の区域内に存する市町村に対して、前項に規定する文部大臣の権限を行わせることが

できる。

（公立の社会教育施設の災害復旧事業に対する国の補助）

第十二条　国は、公立の社会教育施設の災害復旧事業について、当該災害復旧事業を施行

する地方公共団体に対し、その事業費の三分の二を補助するものとする。

２　第五条から前条までの規定は、前項の規定により補助する場合につき準用する。この

場合において、これらの規定中「負担金」とあるのは「補助金」と、第五条第一項中

「第三条の規定により国がその費用の一部を負担する」とあるのは「第十二条第一項の

規定により国がその費用の一部を補助する」と、第九条中「第三条に規定する国の負担

率」とあるのは「第十二条第一項に規定する国の補助率」と読み替えるものとする。

（適用除外）

第十三条　この法律の規定は、左に掲げる公立学校施設又は公立の社会教育施設の災害復

旧事業については、適用しない。

一　一の学校又は一の社会教育に関する施設当りの災害による被害の額が十万円に達し

ないもの

二　明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に

係るもの

三　著しく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係る

もの

（他の法律との関係）

第十四条　この法律により国がその費用の一部を負担する公立学校施設の災害復旧事業に

ついては、公立学校施設費国庫負担法（昭和二十八年法律第二百四十七号）による国の

費用負担は行わない。

（政令への委任）

第十五条　この法律に定めるものの外、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定め

る。

附　則

１　この法律は、公布の日から施行する。

２　この法律は、この法律施行前に施行された公立学校施設又は公立の社会教育施設の災

害復旧事業についても適用する。



理　由

　昭和二十八年六月及び七月の大水害による公立の教育施設の災害の復旧事業につき、国

の費用負担及び補助を行うこととし、もつてその災害のすみやかな復旧を図る必要がある。

これが、この法律案を提出する理由である。


